
 
 

24都環公事支第 646号 
 

災害廃棄物処理委託契約書（単価契約） 

 
平成２４年１２月１９日 

 
 

契 約 単 価     ￥２５／キログラム 
           （消費税相当額を含む） 

推定総金額   ￥１２，５００，０００－ 
（消費税相当額を含む） 

 
 

災害廃棄物処理委託者（甲） 
    住 所  東京都墨田区江東橋四丁目２６番５号 
    氏 名  公 益 財 団 法 人 東 京 都 環 境 公 社 
          理 事 長   森    浩 志 
 
災害廃棄物処理受託者（乙） 
    住 所  東京都八王子市元本郷町三丁目２４番１号  
    氏 名  八王子市                
          八王子市長  石 森 孝 志 
 
 
上記災害廃棄物処理委託者（以下「甲」という。）と災害廃棄物処理受託者（以下「乙」

という。）は、東日本大震災に係る宮城県女川町における災害廃棄物（以下「災害廃棄物」

という。）の処理に関して、次のとおり契約を締結する。 
 甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 
 
 （総則） 
第１条 甲は、甲、宮城県及び東京都の三者が平成２４年３月１９日に交わし、平成２４

年５月２８日に改定した「災害廃棄物の処理に係る覚書（宮城県女川町平成２４年度分）」

（以下「覚書」という。）及び「被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処

理の再委託の特例措置」（平成２３年政令第２１５号、平成２３年環境省令第１５号）に

基づき、甲と乙との間で災害廃棄物の処理委託契約を締結するものである。 
２ 甲と乙は、本契約書及び別添の仕様書に従い、この契約を誠実に履行しなければなら

ない。 
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 （甲の責務） 
第２条 甲は、災害廃棄物を、甲が委託する輸送事業者が用意する密閉型コンテナ（以下

「コンテナ」という。）により、乙の処理施設に搬入するものとする。 
 
（乙の責務） 
第３条 乙は、前条の規定により搬入された災害廃棄物を自己の施設で適切に処理しなけ

ればならない。 
２ 乙は、災害廃棄物の処理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号）等関係法令を遵守し、適正に処理しなければならない。 
３ 乙は、廃棄物の再資源化、又は最終処分に当たっては、これを適切に実施しなければ

ならない。 
 
（権利の譲渡等） 
第４条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担

保の目的に供することができない。 
 
（廃棄物の受入基準） 
第５条 甲は、覚書別表に記載された災害廃棄物の受入基準を遵守しなければならない。 
 
 （廃棄物の種類・数量及び単価） 
第６条 甲が乙に処理を委託する災害廃棄物の予定数量、処理単価及び推定総金額は、別

表１のとおりとする。 
 
（処理量の確定） 
第７条 災害廃棄物の処理量の算定は、乙の処理施設に設置された計量器に表示される数

値をもって確定するものとする。 
 
（契約代金の支払い） 
第８条 乙は、甲が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履

行に係る代金を毎月１回翌月初日以降に、第６条及び前条の規定に基づき処理費用を算

定し、甲に請求するものとする。 
２ 乙は、前項に規定する請求をするに当たっては、災害廃棄物の処理量を記載した廃棄

物処理実績報告書を添付しなければならない。 
３ 甲は、乙の請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に乙の指定する納付

書により支払うものとする。 
４ 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前項の期間内に契約代金を支払わない場合は、

指定期日の翌日から起算した遅延日数に応じ、未払金額に政府契約の支払遅延防止等に
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関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき、財務大臣が銀

行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合（年当たりの割合は閏年の日を含む期間

においても、３６５日の割合とする。）を乗じて計算した額（１円未満の端数額が生じた 
ときは、これを切り捨てる。）を遅延利息として支払うものとする。 
 
（完了届の提出） 
第９条 乙は、甲から委託された業務が終了したときは、直ちに委託完了届を作成し、甲

に提出しなければならない。 
 
（契約期間） 
第 10条 本契約の契約期間は、平成２５年１月４日から平成２５年３月３１日までとする。 
 
（事故等の報告） 
第 11条 甲及び乙は、本受託事業の遂行に当たり支障が生じたときは、速やかに相手方へ
報告しなければならない。その他事故が発生したときは、関係機関に連絡するとともに

速やかに相手方に連絡すること。 
 
（損害発生による必要経費） 
第 12条 甲から委託された災害廃棄物の処理について、業務の履行に関し発生した損害の
ために生じた経費は、乙の負担とする。第三者に及ぼした損害に対する経費についても

同様とする。ただし、これらの損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについて

は、甲がこれを負担する。 
 
（機密保持） 
第 13条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る事項（相手方の業
務に係る情報で相手方において第三者に公開しておらず、公開する予定のないものをい

う。）を第三者に対し、相手方の承諾を得ることなく、開示又は提供してはならない。 
 
（契約の解除） 
第 14条 甲又は乙は、この契約における相手方がこの契約の各条項若しくは法令等の規定
に違反すると認めるとき、又は両者の合意があったときは、この契約を解除することが

できる。 
２ 前項の規定によりこの契約を解除するときは、この契約に基づき甲から引き渡しを受

けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理し

た後でなければこれを解除することはできないものとする。 
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（協議） 
第 15条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、
甲乙が誠意をもって協議し、定めるものとする。 
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別 表１（第６条関係） 
 

種 別 
 

 
予定数量（㎏） 

 
処理単価 

（税込）（円／㎏）

 
推定総金額（円） 

 
災害廃棄物 

 
５００，０００ ２５ １２，５００，０００
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仕 様 書 
 
１ 件  名    災害廃棄物処理委託契約（単価契約） 
２ 予定数量    ５００，０００ ｋｇ 
３ 履行場所     八王子市戸吹町１９１６ 戸吹クリーンセンター（戸吹清掃工場）         
４ 支払方法    支払いは、毎月の搬入実績に基づく月払いとすること。 
５ 作業内容    乙は、甲がコンテナによって搬入した、災害廃棄物の焼却処理を

行う。 
６ 搬入指示    乙は、災害廃棄物搬入時に運転手に適切な指示をする。 
７ 搬入時間    災害廃棄物の搬入は、原則午前８時３０分から午後４時までとす

る。 
８ 緊急受入    緊急時の搬入が必要の際は、甲乙協議のうえ決定する。 
９ 搬入経路    乙の指定した搬入経路（別図）とする。ただし、道路工事等で当

該搬入経路が通行できないときは、この限りではない。 
10 計量時の手順     乙は、災害廃棄物を搬入した運転手の提示する「配達伝票」に搬

入受付印を押すこと。 
その後、処理施設に設置された計量器で計量した結果を記載した

伝票を、災害廃棄物を搬入した運転手に交付する。 
11 立入調査    甲は、搬入した災害廃棄物の処理について、乙の処理施設に立入

調査をすることができる。 
12 提出書類    甲は、以下の書類を乙に事前に提出する。 

（１） 車両の最大積載量、車両重量、計量重量等が記載された書類 
（２） 車両の写真 
 

 


